
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第９９号（２の２）平成２２年２月２６日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「なんたんなんたんなんたんなんたん障害者就業支援障害者就業支援障害者就業支援障害者就業支援セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

 

 南丹圏域に「障害者就業・生活支援センター」が設置され、２年が経過しようとして

います。地域で暮らす障がいのある人の「働きたい」「働きつづけたい」という願いを実

現するために、障がい者就業への理解を広く求める機会として、セミナーを開催します。 

●●●●日時日時日時日時 ３月２０日（土）午後２時～５時  ●●●●参加費参加費参加費参加費 無料（事前申し込み必要） 

●●●●場所場所場所場所 南丹市国際交流会館 地階 コスモホール ●●●●定員定員定員定員 １００人（先着順） 

●●●●内容内容内容内容 講演１「人間尊重の経営で、会社がどう変わったのか」 

有限会社 思風都 代表取締役会長 

京都中小企業家同友会 副代表理事 土井 善子 氏 

    講演２「〝働きたい〟をかなえたい」 

社会福祉法人 加島友愛会 かしま障害者センター 副館長  

NPO法人 ジョブコーチ・ネットワーク 理事 酒井 大介 氏 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 下記申込・問合せ先に電話でお申し込みください。 

●●●●主催主催主催主催    なんたん障害者就業・生活支援センター ●●●●共催共催共催共催 南丹圏域障害者総合支援セン

ター結丹（ゆに） ●●●●後援後援後援後援 京都労働局・ハローワーク園部、南丹広域振興局、南丹市、

亀岡市、京丹波町、南丹市商工会、亀岡商工会議所、京丹波町商工会、京都新聞社 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉法人 松花苑 なんたん障害者就業・生活支援センター 

TEL（0771）24-2181 FAX（0771）20-1246 

「「「「なんたんなんたんなんたんなんたん福祉職場就職福祉職場就職福祉職場就職福祉職場就職フェアフェアフェアフェア２０１０２０１０２０１０２０１０」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

●●●●日時日時日時日時 ３月１４日（日）午前１１時～午後４時（合同就職説明会は午後０時３０分～） 

●●●●場所場所場所場所 ガレリアかめおか ２階 大広間（ＪＲ亀岡駅からバス１０分・徒歩２０分） 

●●●●対象対象対象対象 南丹地域にお住まいの方で福祉の仕事に関心がある方 

南丹地域の福祉職場への就職を希望する方 

●●●●内容内容内容内容 ・福祉のしごと入門セミナー（午前１１時～午後０時１５分） 

※福祉職場の仕事内容や就職のための心構えなどを講師が体験談を交え

て分かりやすく説明 

・「面接ワンポイントアドバイス」（午後０時３０分～３時３０分） 

※個別対応形式のロールプレイングにより、講師が面接の受け方をワンポイ

ントアドバイス。応募書類の添削も。（１人３０分程度、定員１４人） 

・介護・福祉事業所の合同就職説明会（午後０時３０分～４時） 

※南丹地域の約１５の介護・福祉事業所が出展し、仕事内容などを説明 

・就業相談・求職登録（午後０時３０分～４時） 

※福祉人材センターによる福祉職場への就業に関する総合相談、求職登録 

●●●●参加方法参加方法参加方法参加方法 事前申し込み不要、参加費無料 

●●●●主催主催主催主催 京都府、京都府福祉人材・研修センター、京都ジョブパーク 

 

◇問合せ先 京都府福祉人材・研修センター TEL（075）252-6297 

技能修得資金技能修得資金技能修得資金技能修得資金のののの支給申請支給申請支給申請支給申請をををを受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます（（（（第第第第１１１１次申請次申請次申請次申請））））    

 

 京都府では、中学校・高等学校を卒業されて、技能修得施設（専門学校など）へ

進学される方を支援するために、技能修得資金を支給しています。 

●●●●対象対象対象対象 南丹市内に居住し、経済的な理由により技能修得が困難な方 

※所得制限などがあります。詳しくは下記問合せ先へお問い合わせください。 

●●●●申請申請申請申請期限期限期限期限    ３月２３日（火）まで 

●●●●申請先申請先申請先申請先 南丹保健所、社会福祉課、各支所健康福祉課（申請書類も備え付けています） 

 

◇問合せ先 南丹保健所 福祉室 TEL（0771）62-0363 

「「「「身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談身体障害者巡回更生相談」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

    
京都府身体障害者更生相談所では、府内を巡回し、補装具・医療相談を実施しています。 

日程 時間 場所 来訪医師 

３月１２日（金） 午後２時～３時３０分 園部公民館 整形外科 

４月１３日（火） 亀岡市役所市民ホール 整形外科 

５月１１日（火） 園部公民館 整形外科 

７月 ６日（火） 

午前１０時～ 

１１時３０分 

京丹波町瑞穂保健福祉センター 整形外科 

※上記以降の南丹市内での実施は、９月１０日（金）（日吉･整形外科）、平成２３年２月

３日（木）（園部･耳鼻科）、平成２３年３月１１日（金）（美山･整形外科）の予定です。 

●●●●内容内容内容内容 補装具交付・修理に係る判定、医療相談（整形外科） 

●●●●持持持持ちちちち物物物物 身体障害者手帳、使用中の補装具、印鑑（支給申請が必要な場合に使用） 

●●●●申込方法申込方法申込方法申込方法 参加を希望される方は、それぞれの相談日の３日前（土・日・祝日を除く）

までに下記申込・問合せ先に電話またはＦＡＸでお申し込みください。 

＜「＜「＜「＜「身体障身体障身体障身体障がいにがいにがいにがいに関関関関するするするする相談会相談会相談会相談会」」」」をををを開催開催開催開催しますしますしますします＞＞＞＞    

南丹市では、現在１０人の方が「身体障害者相談員」として京都府から委嘱を受

け、身体障がいに関する相談に応じています。３月１２日（金）の「身体障害者巡

回更生相談」会場に相談室を設け、相談会を実施しますので、何かお困りの事があ

れば、ご来場の上、気軽にご相談ください。（午後２時～３時３０分、予約不要） 

 

◇申込・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 FAX（0771）68-1166 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業年度父子家庭奨学金等支給事業のごのごのごのご案内案内案内案内    

    
南丹市では、父子家庭の児童に対し奨学金を支給し、児童福祉の推進とその健全

な育成を援助するため、父子家庭奨学金等支給制度を設けています。 

●●●●支給対象者支給対象者支給対象者支給対象者 平成２１年４月１日から引き続き南丹市に居住している父子家庭の

児童（京都府の奨学金制度の適用を受けている方は対象外） 

※平成２１年４月２日以降に、父子家庭となった場合および転入さ

れた父子家庭は、今年度の支給対象ではありません。 

●●●●支給額支給額支給額支給額 父子家庭の児童に対し、幼児 ６，０００円、小学生 １２，０００円、

中学生 ２４，０００円、高校生 ３６，０００円を支給（年額） 

●●●●申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの ・印鑑 ・申請者名義の普通預金口座 ・高校生の場合は在

学証明書（高校を卒業している場合は在籍証明書） 

●●●●申請方法申請方法申請方法申請方法 ３月１９日（金）までに、対象児童の保護者は下記申請・問合せ先に申請

してください。※該当すると思われる方には、個別に申請書を送付します。 

 

◇申請・問合せ先 子育て支援課 TEL（0771）68－0017 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

災害時災害時災害時災害時のののの支援登録支援登録支援登録支援登録のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

高齢者や障がいのある方など災害時に自力で避難することに不安のある方が、地

域の中で避難支援を素早く受けていただくため、また日ごろの見守り活動を行うた

めに平成２０年度から南丹市たすけあいネットワーク制度として「南丹市災害時要

援護者支援台帳整備事業」を実施しています。各関係機関が要援護者の情報を把握

することにより、地域の皆さんが安心して暮らすことのできる支援体制を整備する

ことを目的としていますので、登録を希望される方は申請をしてください。 

●●●●登録登録登録登録のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる方方方方    

①身体障害者手帳１、２級をお持ちの方  ②療育手帳のＡをお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳の１級をお持ちの方 

④介護保険の要介護３以上で在宅の方  ⑤６５歳以上のひとり暮らしの世帯 

⑥７５歳以上のみ（２人以上）で構成されている世帯 

⑦人工透析を受けている方  ⑧そのほか援護が必要と思われる方 

●●●●情報情報情報情報をををを提供提供提供提供するするするする機関機関機関機関・・・・団体団体団体団体    

南丹市（社会福祉課、総務課、高齢福祉課、各支所健康福祉課および地域総務課） 

京都中部広域消防組合園部消防署（各出張所含む）、南丹市消防団（各支団・各部含む） 

南丹警察署、南丹市社会福祉協議会（各支所含む） 

担当地区の民生委員・児童委員、居住されている地域の自治区 

●●●●登録申請登録申請登録申請登録申請のののの方法方法方法方法    

 登録を希望される方は、下記申請・問合せ先に備え付けの登録申請書により、３

月１９日（金）までに申請してください。 

●●●●留意留意留意留意点点点点    

・申請にあたっては、個人情報保護条例により、各関係機関に情報提供するため

に本人の同意が必要となりますので、同意の署名をお願いします。 

・地域支援者の方の登録が必要となりますので、同じ地域にお住まいの方にあら

かじめ同意を得てください。 

 ・すでに登録されている方と、平成２１年１２月末現在で新たに登録対象となら

れた方には、個別にご案内と申請書を郵送します。ただし、上記「登録の対象

となる方」⑦の人工透析を受けている方については、更正医療の申請をされて

いる方のみのご案内となります。 

 

◇申請・問合せ先 社会福祉課 TEL（0771）68-0007 

各支所 健康福祉課 TEL 八木（0771）68-0022 

    日吉（0771）68-0032 美山（0771）68-0041 

毎月 第２・第４金曜日 発行                        ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｎａｎｔａｎ．ｋｙｏｔｏ．ｊｐ （南丹市） 


